
木造住宅密集地域の状況について 

・狭小敷地や道路に接していない敷地が多いことや、狭あい道路や行き止まり道路が
多いこと、高齢化の急速な進展等によって、建替えが進みにくい状況 
・街路事業や開発の際には、地域コミュニティの継続等により現地残留の希望が高い 
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• 戦後復興期から高度経済成長期において、都市基盤が十分整備されないまま市街化・高密化が進行し、木密地域が形成された。 
• 道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどにより地域危険度が高く、地震火災などによ
る大きな被害が想定される。 

図：総合危険度ランク図 

図：木造住宅密集地域内の状況 

図：ゾーニングの概念図 

整備地域・重点整備地域の指定の状況 

（出典：東京都「防災都市づくり推進計画（改定）（平成28年3月）」 
       「地震に関する地域危険度測定調査報告書（第8回）（平成30年2月）」 
       「東京都の防災都市づくり（平成29年４月）」） 



木造住宅密集地域の改善の取組と土地利用施策 

• 都は区と連携して「防災都市づくり推進計画」を策定し、様々な整備事業等を実施するとともに、土地利用施策により延焼遮断帯の

形成や建物の不燃化・耐震化を促進している。 

• 平成24年には、東日本大震災の発生を踏まえ、木密地域の改善を一段と加速させるため「木密地域不燃化10年プロジェクト」を立

ち上げ、不燃化を強力に推進している。 
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新たな防火規制と合わせた取組 

• 防火規制 
• 容積率見直し   等 

• 共同化による道路事業の促進 
• 小規模街区の再編（共同化） 
• 広場等のオープンスペースの確保 

地区計画策定による誘導 

建蔽率、前面道路幅員による容積低減率、
道路斜線の勾配など形態規制の緩和による 
不燃建築物への建替え促進 

都市開発諸制度の活用 

延焼遮断帯 
の形成 

延焼遮断帯の形成に寄与する  
都市計画変更 

• 公園等のオープンスペース確保の誘導 
• 敷地の細分化防止 
• 避難経路の地区施設化 

 

建築物の 
共同化 

公園の整備・道路の拡幅 

建築物の不燃化 

（出典：東京都「防災都市づくり推進計画（改定）（平成28年3月）」、「東京都の防災都市づくり（平成29年４月）」より作成） 

木密地域改善の目標・整備手法と土地利用施策について 

土地利用施策 
（現行） 

延焼遮断帯の形成に寄与する
都市計画変更 

新たな防火規制と合わせた
取組 

 地区計画策定による誘導 
          ・公園等のオープンスペース確保の誘導 

 ・敷地の細分化防止       ・避難経路の地区施設化 

 都市開発諸制度の活用 
 ・共同化による道路事業の
促進 

・小規模街区の再編（共同化） ・広場等のオープンスペースの確保 
・避難経路の確保 

土地利用施策の適用イメージ 

主な整備目標 【延焼遮断帯】 骨格防災軸の形成率※ 98％（平成37年度） 整備地域内の延焼遮断帯形成率 75%（平成37年度） 

       【市街地整備】 整備地域の不燃領域率 70%（平成32年度）         ※河川を除く都市計画道路を軸とした骨格防災軸 

【木密地域不燃化10年プロジェクト】 

・整備地域の中でも特に重点的、集中的に改善を図るべき地区について、区からの提案を受け「不燃化特区」に指定 

 ⇒都が期間を限定して、建替え助成や固定資産税等の減免措置など特別の支援を実施（53地区、約3,200ha 指定） 

・整備地域を対象に地域の防災性向上に大きな効果が見込まれる都市計画道路を「特定整備路線」に指定（28区間、延長約25km） 



整備地域内の延焼遮断帯の形成状況 整備地域の不燃領域率の状況 

＜延焼遮断帯の整備＞ 

・特定整備路線が平成26年度までに全線事業着手し、平成32年度までに道路を整備することを目指し、事業を進めている。 

・道路整備にあわせて沿道の用途地域の見直しなどを行い、沿道の建築物の不燃化を促進し、延焼遮断帯の形成を推進 

＜延焼遮断帯内側の市街地の整備＞ 

・不燃化特区の取組みにより、不燃領域率は上昇傾向にあるが、現地残留を望む権利者が多く、建替えが進まないなどの課題があり、
平成32年度の目標値である不燃領域率７０％の達成には更なる加速が必要 

木造住宅密集地域の改善状況 14 

• 平成2８年度時点において、整備地域内の延焼遮断帯の形成率は６４％、不燃領域率は６２％まで上昇しているが、目標値に到達す

るためには、更に取組を加速させる必要がある。 

（出典：東京都「防災都市づくり推進計画（改定）（平成28年3月）」、「不燃領域率と延焼遮断帯形成率推移（整備地域全体）」より作成） 

70%までには、 
更に加速が必要 

67% 不燃化特区実施後の
推計値 

64% 不燃化特区実施以前
の推計値 

■骨格防災軸の形成率※ 9４％（平成26年度）  ※河川を除く都市計画道路を軸とした骨格防災軸 

 



新防火の区域拡大を検討する区域 
（整備地域で防火又は新防火の指定がない区域） 
 

（6,900ha） 

木造・防火構造 準耐火建築物等 耐火建築物 

準耐火建築物等 耐火建築物 

準耐火建築物等 耐火建築物 防火地域 

準防火地域 

新防火区域 

100㎡超又は３階建以上 

500㎡超又は４階建以上 

1500㎡超又は４階建以上 500㎡超又は３階建以上 

木造住宅密集地域における新たな防火規制について  

重点整備地域、整備地域における新防火区域の指定状況及び新防火の区域拡大を検討する区域 

防火地域、新防火区域、準防火地域の指定により要求される耐火性能 
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（出典：東京都資料） 

• 平成16年から都独自条例により新たな防火規制（新防火区域）により、準耐火建築物等以上の性能を求める区域を指定している。 

• 重点整備地域（不燃化特区）の全域、整備地域6,900haのうち約8割において新防火区域を指定されている。 



築年数 
（基準年：平成25年） 

建物用途 

機能更新が進まない商業集積地について 

建物用途 

新宿駅東口 

池袋駅東口 

道路率  39.0％ 
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• 新宿、池袋などの商業集積地では専用商業施設が多く、幹線道路だけでなく街区内道路沿いにおいても賑わいを創出している。 
• しかし、旧耐震建築物で容積率の既存不適格建築物が多く、防災上課題があるが、機能更新がなかなか進まない状況である。 
• 道路率は約40％と高く、休日の自動車の規制など歩行者中心のまちづくりの取組が実施されている。 

渋谷駅 

建物用途 

歩行空間の整備状況 

（出典：渋谷区「平成23年土地利用現況調査(道路)」      
    東京都「東京日影図(東京都縮尺2,500分の1地形図)」より作成』） 

（出典：渋谷区「平成24年震災対策基礎調査」より作成） （出典：渋谷区「平成23年土地利用現況調査(建物)」より作成） 

（出典：東京都「平成23年度土地利用現況調査」より作成） 

 
5年以内 
6～10年 
11～20年 
21～30年 
31年以上 

築年数 
（基準年：平成25年） 

歩行空間の整備状況 

道路率  40.7％ 築年数 
（基準年：平成25年） 

歩行空間の整備状況 

道路率  39.2％ 

5年以内 
6～10年 
11～20年 
21～30年 
31年以上 

（出典：新宿区資料より作成） 

（出典：豊島区資料より作成） 

（出典：国土地理院「基盤地図情報」より作成） 

（出典：国土地理院「基盤地図情報」より作成） 
道路率算定範囲 

（出典：東京都「平成23年度土地利用現況調査」より作成） 



都心居住推進施策の実績 

• センター・コア・エリアにおいて、住宅優遇型の都市開発諸制度により特段に容積率を割り増し、都心居住を推進してきた。 
• 住宅優遇型の都市開発諸制度により、2003年（平成15年）以降で約5万戸の住宅が供給されており、夜間人口はV字回復（1975年
頃と同水準）となり、昼夜間人口比も1980年頃の水準に改善した。 
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総合設計 

高度利用地区 

促進区 

住宅優遇型による住宅供給戸数（2003～2016年度） 

センターコアエリア（都心11区）人口推移（2003～2015年度） 

（出典：東京都「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針(平成30年3月)」） （出典：総務省「国勢調査(1970～2015(各時点)) 」より作成） 



都市開発諸制度による住宅整備 

• 23区において2003～2016年度で、都市開発諸制度（住宅優遇型以外も含む）を活用し、222件の開発で約10万戸の住宅が供給
されており、そのうち住宅戸数が、300戸以上の開発は98件である。 
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都市開発諸制度による住宅整備を行った開発の分布（2003～2016年度） 

（出典：東京都資料） 



（出典：東京都資料） 

高経年の分譲マンションの分布状況 

高経年の分譲マンションの密度（棟数/宅地面積（ha）） 

区部における町丁目別の高経年（昭和56年以前）の分譲マンションの密度分布の状況 

• センター・コア・エリアや鉄道沿線において、高経年の分譲マンションが多く分布している。 
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マンションストック数の推移と予測 20 

• マンションのストック数は増加しており、分譲マンションストック数についても増加している。 
• 2013年において、着工から４０年以上経過した分譲マンションは12.6万戸あり、そのうち2.6万戸は５０年以上経過している。 
• 着工から４０年以上の分譲マンションは、2023年に42.8万戸になると予測されている。 

2013年 2023年 

着工から４０年以上 
      ５０年未満 

１０．０万戸 ３０．２万戸 

着工から５０年以上 ２．６万戸 １２．６万戸 

着工から４０年以上の合計 １２．６万戸 ４２．８万戸 

• 2013年のマンションストック数は2003年に比べ87万戸増
加し、282万戸である。 
 

• 2015年の分譲マンションストック数は2003年に比べ55万
戸増加し、173万戸である。 

マンションのストック数の推移 高経年分譲マンションの推移と予測 

（出典：東京都「東京都住宅マスタープラン(平成29年3月)」） （出典：東京都「東京都住宅マスタープラン(平成29年3月)」） 



都心居住に関する課題【保育所整備など】 

• センター・コア・エリアにおける待機児童数の推移は、平成23年から平成28年において概ね1200人～1700人で推移している。 
• 近年、都全体の保育所定員数は増加しているが、待機児童数は約8,000人付近で横ばいとなっている。 
• 中央区や港区では、児童数などの増加に対応するため、小学校や幼稚園などの学校施設の整備を進めることが予定されている。 

21 

保育所定員、待機児童数（東京都全体）  
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文京区 

新宿区 

港区 

中央区 

千代田区 

センター・コア・エリア（都心11区）の待機児童数推移  

人 

（出典：中央区「区のおしらせ 中央」（平成29年4月11日号）） （出典：港区 平成29年度予算案記者発表資料） 

（出典：東京都「保育サービス利用状況等について」より作成） 

児童数などの増加に対応した学校施設の整備の予算  



20歳未満 20～29歳 30～44歳 45～54歳 55～64歳 65～74歳 75歳以上 総数

2010年 6          84         180       98         103       90         77         638       

2015年 5          72         181       119       92         102       93         664       

2020年 5          63         165       135       100       99         108       676       

2025年 5          62         145       137       120       88         125       683       

2030年 5          63         128       127       138       97         128       686       

2035年 4          63         118       115       139       117       126       682       

単位：万世帯

（出典：東京都「東京都世帯数の予測－統計データ－平成26年3月）」より作成） 

東京都全体の一般世帯の世帯主の年齢構成別世帯数の推計 ：ピーク 

都心居住に関する課題【年齢構成別世帯数の推計】 

• 2014年３月の都の予測では、住宅取得層と想定される世帯主が30～44歳の世帯数は2015年がピークとなっている。 
 ⇒2015年から2035年までの20年間で63万世帯減少（うち区部で48万世帯減少） 
• 都内の高齢世帯は2035年で243 万世帯となり、2010年の167万世帯より約1.5倍になると予測されている。 
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高経年マンションの建て替え支援 

マンション再生まちづくり制度 
 
 
 
 
 

 
  

 
   区市が策定するマンション再生まちづくり計画を受けて、都が推進 
   地区を指定し、まちの安全性や魅力の向上に寄与する地区内のマン 
   ション建て替えを支援。 

共同住宅建替型総合設計制度とマンション建替法容積率許可制度による容積率緩和 
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○共同住宅建替型総合設計制度（平成１４年～） 
主に老朽マンションの建て替えを誘導し、良質なマンションストック
形成を促進するための制度。原則、建築後３０年を経過し、かつ主た
る用途が共同住宅である建築物を建て替える計画に適用。他種の総合
設計より接道や公開空地に係る適用要件のほか、容積率割り増しの条
件等を優遇。 
 
○マンション建替法容積率許可制度（平成２６年～） 
耐震性が不足していることを特定行政庁が認定したマンションで、一
定の敷地面積を有し、公開空地のほか、地域の防災、市街地環境の整
備・改善に資するものについて、容積率制限を緩和する制度。公開空
地の要件を歩道状空地のみを必須としており、少ない空地で建て替え
可能。 
 
 

３つの支援策 

出典：東京都資料 

出典：東京都マンションポータルサイト 

参考（住宅団地の建て替え） 
• 技術的助言により、建築基準法第86条の一団地認定について、事情の変化により特定行政庁が認定の存続が妥当でないと判断する場合には職権

で取り消すことができることを明確化。 
• 区分所有法では、建て替え決議に地権者の5分の4以上（かつ各棟3分の2以上）の合意が必要であったが、法改正により、市街地再開発事業では

公益性の観点から地権者の3分の2以上の合意で建て替え可能となった。 



環状７号線内側の土地利用のあり方 24 

＜方向性の案＞ 
 ○国際ビジネス交流ゾーン 
  ・国際ビジネス拠点や文化・芸術、観光・交流など個性ある多様な拠点の形成を促進するため、駅の顔づくりなど交通結節機能の 
   強化と合わせ、更なる高度利用を図る。 
  ・外国企業の誘致を図るため、外国人向けの医療・教育施設や、サービスアパートメントの整備を促進する。 
  ・都市再生緊急整備地域では、地域の公益性を踏まえ更なる都市再生を推進するため、良好な住環境を除き日影規制を合理化する。 
 
 ○環状７号線とセンター・コア・エリアの間 
  ・三軒茶屋や中野などの駅周辺では、交通結節機能の強化とあわせた複合的な地域の拠点を形成するため、高度利用を図る。 
  ・木密地域の改善に向けた基盤整備や受け皿住宅の整備を促進するとともに、建蔽率の緩和に合わせて新防火地域の指定を拡大する 
   ことで、個別建て替えを促進する。 
 
 ○その他、センター・コア・エリア 
  ・交通結節性の高い駅周辺では、複合的な個性ある多様な拠点の形成を促進するため、高度利用を図る。 
  ・商業集積が高い一方で機能更新が進まない駅周辺では、魅力的な拠点としてにぎわいの維持・増進や防災性の向上を図るため、 
   共同化や個別建替えを促進する。 
 
 ○都心居住 
  ・国際ビジネス交流ゾーンにおいて、外国語対応の生活支援施設の整備など、外国人のニーズを踏まえた住宅を供給する。 
  ・交通利便性の高い主要な駅周辺等で生活支援施設等の状況も踏まえながら、高齢者向けなど多様な住宅を供給する。 
  ・木造住宅密集地域の解消に向けた受け皿住宅の整備や高経年マンションの機能更新を図る。 
  ・無電柱化など防災に資するインフラ整備や厚みのあるみどり空間等を備えた住宅を供給する。  

論点１ 
 センター・コア・エリアの概念を環状７号線まで広げた中枢広域拠点域では、道路・交通ネットワークや市街地の形成状況など、地域
特性を踏まえた土地利用を誘導するべきではないか。 
 特に、国際ビジネス交流ゾーンでは、ビジネス、観光・交流など、国際競争力強化に向けた機能の一層の導入を促進するため、交通結
節機能の更なる強化などと合わせた、土地の高度利用を図るべきではないか。 
 また、センター・コア・エリアと環状７号線の間では、交通結節点となる地域の拠点の形成を図るとともに、木密地域における都市基
盤の強化と個別建替えによる不燃化の促進、一部では状況に応じた受け皿住宅の整備などにより、地域の再生を図るべきではないか。 
 加えて、都心居住については、上述の考え方と整合を図りながら、長期的な人口減少を見据えこれまでの量的拡大から質の向上へ転換
するため、国際競争力強化に資する居住環境の整備や高経年マンションの更新、木密地域の改善などに向けた取組を推進するべきではな
いか。 


